
 

大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 大和市国民健康保険税条例（昭和２７年大和町条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第２項ただし書中「第７０３条の４第１２項」を「第７０３条の４第１１項」

に改め、同条第３項ただし書中「第７０３条の４第２１項」を「第７０３条の４第１９

項」に改め、同条第４項ただし書中「第７０３条の４第３０項」を「第７０３条の４第

２７項」に改める。 

 第１５条第２項、第４項及び第６項中「第５号」を「第８号」に改める。 

 第２３条中「第７０３条の４第１２項」を「第７０３条の４第１１項」に、「第７０３

条の４第２１項」を「第７０３条の４第１９項」に、「第７０３条の４第３０項」を「第

７０３条の４第２７項」に改め、同条第３号中「第７０３条の５第２項」を「第７０３

条の５」に改める。 

 附則第９項中「附則第５項」を「附則第６項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

  



 

 


